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　町が目指す資源循環型社会構築の一環として、有機農業
を推進するとともに農業振興及び農業経営の安定化を図る
ことを目的に、平成25年度より「小坂町有機農業推進助成事
業」を実施しています。町内産の良質な有機堆肥を活用し、
積極的に取り組んでください。

◆補助対象品目
　秋田県特別栽培農産物認証制度の認証を受け、町内の農
地で生産された作物。

　ツキノワグマは森でくらす生き物です。視界の悪
い森の中で食べ物を探すため、匂いを嗅ぐ能力と音
を聞く能力が発達しています。
　冬眠明けの春は木の新芽や山菜をたくさん食べ
ます。山菜の時期が終わるとクワ、ミズキ、サクラな
どの木の実を食べます。住家等の近くにクマが好む
木がある場合、トタン巻きや電気柵でクマが実にア
クセスできないようにし、未利用の樹木は伐採をご
検討ください。

　本年10月１日に国勢調査が実施されます。
　町では、この調査で各世帯を訪問する調査員を
募集しています。

　●調査員要件
　・ 20歳以上で、秘密保護を遵守し、
　　 責任をもって従事できる方。
　・選挙や警察に直接関係のない方。
　・反社会勢力に関係のない方。
　●従事期間
　　８月下旬～10月下旬（約２ヶ月間）（予定）
　●報酬
　　概ね３～５万円（調査件数で変動）
　●締切　６月27日（金）

◆交付対象者
　認証を受けた農産物を自ら生産し出荷する小坂町内に住
所を有する農業者。
※環境保全型農業直接支払交付金を申請している農地は対
　象外となります。

◆補 助 金 額
認証申請に対する補助
畑作物に対する補助
米に対する補助

 1,000円/１人当たり
10,000円/ 10a当たり
 3,000円/ 10a当たり

■お問い合わせ先　観光産業課農林班（TEL29－3912）

■お問い合わせ先　総務課総務管財班（TEL29－3901）

鳥獣被害対策に関する
補助制度のお知らせ
●狩猟免許等取得費補助制度

　新規で狩猟免許や鉄砲所持許可証など取得する費
用の一部を助成します。

●鳥獣被害防止対策事業補助制度
　有害鳥獣による農作物被害を防止する設備導入の
一部を助成します。

助成率 9/10［上限10万円］

助成率 1/2 ［上限20万円・１セット/１人］
●ツキノワグマ被害防止対策事業補助金

　住宅等の周辺に放棄されている果樹などを伐採す
る費用の一部を自治会に助成します。

助成額 ３万３千円～４万６千円

水田耕起

ラジコンヘリコプター
苗なし、補助員なし

小坂町農業委員会令和７年４月１日より実施 （消費税込み）

農作業標準労働賃金表

散布量200㎏以下

ｽﾌﾟﾚｲﾔｰ等

小坂町有機農業推進助成事業

ツキノワグマってどんな生き物？

幹周りに応じて
１本あたり

※この料金はあくまで「標準的な額」を示したもので、実際
の作業料金は地域の実情や作業条件等を勘案し、当事者
間で調整をして決めてください。
※１日８時間労働とし、超過時間は別払いとする。（秋田県
最低賃金が951円/1h）
※５アール未満の区画圃場は未整理田とする。
※交通費は、実費払いとする。
※秋田県最低賃金の改定が予想されますので、基準日時点
での「標準的な金額」です。


